別紙様式１－２（第３関係）
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　w-SDS管理者 → 総括安全衛生管理者 → w-SDS管理者
	総括安全衛生管理者
受理年月日
	総括安全衛生管理者
承認年月日

	・　・
	・　・


　　　　　　　　　　　　タイトル　　アセチレンガス溶接機　のｗ－ＳＤＳ
　　　　　　　　　　　　新規作成・改訂・廃止年月日　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　ｗ－ＳＤＳ管理者氏名（所属・職）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　・　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究室名（棟・室名）　　　　　　　　（　　　・　　　）

【個別事項】
	階層別の管理責任
	区　分
	根　拠
	項　　目
	適用確認

	学　　　長
総括安全衛生管理者
	系　長
(安全衛生管理者)
	機器等管理者 (教職員)
	機器等使用者 (学生等)
	
	
	
	

	○
	○
	○
	
	届出
	消防法9-3
危険規制政令１-10
	40キログラム以上の圧縮アセチレンを貯蔵又は取り扱う場合はあらかじめ所轄消防署長へ届出
	

	○
	○
	○
	○
	販売業者の

周知義務
	高ガス法20の5
一般高ガス則38・39
	販売業者は溶接、溶断用の高圧ガス（アセチレン、天然ガス、酸素）を購入者に販売する際は、災害防止のための基本事項を書面にて周知しなければならない
	

	○
	○
	○
	○
	教育
	安衛法59

安衛則35
	就業前の教育
	

	○
	○
	○
	○
	資格
	安衛法61

安衛則７8
	ガス溶接技能講習
	

	○
	○
	○
	○
	点検
	一般高ガス則60①18
	１日１回以上設備の作動状況を点検する
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則261
	可燃性ガス等により爆発又は火災のおそれがある場所の通風、換気の措置
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則262
	通風、換気等が不十分な場所でガス溶接等を行う場合の爆発、火災等防止措置
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則263
	ガス等の容器の取扱い
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則264
	異種のものの接触による発火、爆発の防止措置
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則279
	危険物等がある場所での火気等の使用禁止
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則285
	発火・爆発等の危険がある油類等の配管又は容器の溶接・溶断する際の危険防止措置
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則286
	通風等の不十分な場所で溶接・溶断する際、通風・換気のための酸素使用禁止
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則289
	危険物、危険物以外の引火性の物を取り扱う場所には消火設備を設けなければならない
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則325
	強烈な光線を発散する場所は区画し、防護具を備える
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則540～

575の16
	通路、足場等
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則546
	危険物、爆発性・発火性の物を取り扱う作業場には２以上の出入口を設ける
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則547
	危険物、爆発性・発火性の物を取り扱う作業場が避難階にないときは、地上に通ずる階段等を２以上設ける
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	一般高ガス則60①

1～6，16
	高圧ガスの充てん容器、バルブは適正に取り扱うこと
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	一般高ガス則60①

7
	高圧ガスの消費は通風のよい場所で行い容器を40℃以下に保つこと
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	一般高ガス則60①

10
	可燃性ガス又は酸素の消費設備から5メートル以内での喫煙及び火気の使用を禁止し、引火性又は発火性の物を置かないこと
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	一般高ガス則60①

12
	可燃性ガス又は酸素の消費施設の規模に応じた消火設備を適切な箇所に設けること
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	一般高ガス則60①

13
	アセチレンガスの消費は逆火、漏えい、爆発による災害防止措置を講ずること
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	一般高ガス則60①

15
	酸素の消費は器具の油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	一般高ガス則60①

17
	消費設備の修理、清掃時は危害防止措置を講ずること
	

	○
	○
	○
	○
	防火管理
	消防法17

消防法施行令
	消防設備（消火器等）の設置
	

	
	
	
	
	
	長岡市火災予防条例28
	・ガスによる溶接作業等は可燃性の物品付近で行わない

・溶接作業等を行う場合は、防火対策、可燃物の除去を行い、作業後は点検その他火災予防上の措置を行う

・可燃性の蒸気・粉じんを発する場所の換気、除じん、火気制限、消火用具の準備、作業後の点検、火災予防上の措置を行う

・作業場で喫煙しない
	

	○
	○
	○
	
	衛生基準
	安衛則576
	有害原因の除去
	

	○
	○
	○
	
	衛生基準
	安衛則577
	ガス等の発散の抑制等
	

	○
	○
	○
	○
	保護具
	安衛則593,595,596
	危険有害業務作業時の保護具等
	


備考　本様式は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく区分により法令根拠等を示したものである。実際にｗ－ＳＤＳを作成する場合は、ｗ－ＳＤＳ実施例を参考に各機器等ごとに適用される法令根拠等を確認の上、作成すること。
【作業手順と予測される災害事象】

	No.
	作業手順
	予測される災害事象

	
	保護具等服装点検
	

	
	吹管、圧力調整器、酸素、アセチレンガスボンベのバルブ確認
	

	
	ライターで点火・火炎調整
	付近の可燃物に炎が燃え広がり身体に燃え移る

	
	溶断・溶接作業
	溶けた金属が飛び散り身体に当たる

	
	消火
	

	
	吹管コック閉じる
	

	
	ボンベ容器弁閉じる
	

	
	吹管コック開いて残圧逃す
	

	
	圧力調整器のハンドル緩める
	


備考　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
【評価基準】

	(1) 怪我の可能性
	
	(2) 怪我の程度
	
	(3) 危険に近づく頻度
	
	リスクポイント
	リスクレベル

	確実である
	6
	
	死亡・就業不能
	10
	
	　頻繁
	4
	
	14～20
	V

	可能性が高い
	4
	
	休業災害
	6
	
	　時々
	2
	
	12～13
	IV

	可能性がある
	2
	
	不休業災害
	3
	
	　めったに無い
	1
	
	9～11
	III

	可能性はない
	1
	
	微傷災害
	1
	
	
	
	
	6～8
	II

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5以下
	I


【リスクの見積り】

	No.
	予測される事象
	怪我の
分類
	(1) 怪我の可能性
	(2) 怪我の程度
	(3) 危険に近づく頻度
	リスク
ポイント
	リスク
レベル
	優先
順位

	１
	付近の可燃物に炎が燃え広がり身体に燃え移る
	火傷
	２
	６
	２
	１０
	III
	２

	２
	溶けた金属が飛び散り身体に当たる
	火傷
	４
	３
	４
	１１
	III
	１


備考　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
【妥当性の確認】

	No.
	予測される事象
	対策
	(1)怪我の可能性
	(2)怪我の程度
	(3)危険に近づく頻度
	リスク
ポイント
	リスク
レベル
	妥当性

	１
	付近の可燃物に炎が燃え広がり身体に燃え移る
	周囲に可燃物（油分が付着した布、衣服を含む）を置かない
	１
	６
	１
	８
	II
	妥当
（条件付）

	２
	溶けた金属が飛び散り身体に当たる
	保護具（作業服、安全靴、保護めがね、帽子、前掛け等）を着用する
	２
	３
	２
	７
	II
	妥当
（条件付）


備考
１　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
２　優先順位の高いものから実施すること。
３　妥当性を確認する際、その対策を人間に委ねる場合（例として、「作業する際は防護服を着用する」といった対策をとった場合、作業服を着用するかどうかはその人間の意思又は過失等によって変わってくる。）は、妥当性の欄に条件付きであることを明示すること。
	条件１：周囲に可燃物（油分が付着した布、衣服を含む）を置かない
条件２：保護具（作業服、安全靴、保護めがね、帽子、前掛け等）を着用する


　ガス溶接は、アーク溶接ほど閃光が激しくないので、作業時の装備は比較的軽いものとなる。しかし、可燃性ガスは、衝撃や高温で爆発がおきやすいため、溶接時の取り扱いを誤ると、引火・逆火・爆発などの大惨事を招くこともある。
　アセチレンは、摂氏400度で自然発火するほか、わずかな衝撃でも分解反応によって爆発することがある。また、銅と銀などはアセチレンと反応し、爆発しやすい物質になる。このため、これらの金属をアセチレン溶接する時には注意が必要で、特に、アセチレンが直接これらの金属と触れないよう配慮する必要がある。
　プロパン・ブタンは局部にたまりやすく、アセチレンより濃度が少なくても爆発を起こす。また、燃焼時に多量の酸素を消費するため、酸欠状態になりやすい。
　各機器についても、容器・溶接器など、それぞれに安全装置は配備されている。しかし、容器の取り扱い、運び方ひとつについてもさまざまな注意を配る必要があるほか、溶接器などの使い方を間違えることによっても、事故を引き起こすことがある。ホース・圧力調整器などは、ごみ・埃ひとつでも動作不良・事故の原因になることもあり、取り扱いには慎重を期すことが求められる。

　アセチレンガスは圧縮冷却すると液化できるが、重結合の極めて不安定な物質なため分解爆発を起こす危険がある。そこで、容器内に軽石のような多孔質物質（マス）にアセトンを染み込ませ溶剤(アセトン及びDMF)に加圧・溶解させて充填させている。これが一般的に溶接などに用いられる容器入りのアセチレンで、純粋なアセチレンとは区別して「溶解アセチレン」と呼んでいる。対して「圧縮アセチレン」は消防法で使われている用語で、加圧されたアセチレンを指しており、意味は同じ。
　※アセチレン、プロパン等の、可燃性ガス及び酸素を用いる金属の溶接、溶断（ガス切断）、加熱の作業

　※炭酸ガス溶接等のいわゆるシールドガスを用いる溶接は、ガス溶接技能講習ではなく、アーク溶接特別教育の受講が必要。
－1－


